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１．はじめに

佐倉市では平成１３年３月に平成２２年度を目標とする「第３次佐倉市総合計画」を

策定しており、水道に関係する施策は、「限られた水源を有効に利用し、災害に強いま

ちづくり」として「安全で良質、低廉な水の安定供給」を行うとしています。

また、この施策を実現するため、佐倉市水道部では目標年度を平成２２年度とした『佐

倉市水道事業実施５カ年計画』を平成１８年１月に策定しました。

一方、各水道事業等において、施設の老朽化による大規模な更新が必要となるなかで

安全で良質な水の供給や、災害時にも安定的な水の供給を行うための施設水準の向上等

に向けた取り組みが求められております。その基礎となる運営基盤の強化や技術力の確

保等が必要とされ、これらに適切に対処していくためには、各水道事業体等が自らの事

業を取り巻く環境を総合的に分析し経営戦略を策定し、計画的に実行していくことが必

須であり、これを実現するために厚生労働省から「地域水道ビジョン」の策定を推奨さ

れているところです。

佐倉市水道事業においても、佐倉市水道事業実施５カ年計画の期間中ではありますが、

次期総合計画を視野にいれた佐倉市水道ビジョンを策定しました。

計画期間は、佐倉市水道事業の水源事情が変わる八ッ場ダム・霞ヶ浦導水の完成予定

年度に合わせて、平成２１年度から平成２７年度の７年間としました。
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２．水道事業の沿革

本市水道事業の前身は、昭和初期に旧佐倉町を中心に営まれた私営水道で、佐倉市水

道事業が創設されるまでの約３０年間に亘り、佐倉町民に生活用水を供給してきました。

昭和２９年３月、町村合併により、人口３５，１９６人の佐倉市が誕生しました。こ

のころから公営水道設置の要望が高くなり、昭和３１年３月に佐倉市水道事業の認可申

請を行い、同年７月に認可、同年９月に公営企業部を設置、同年１１月１日前述の水道

施設を買収し佐倉市水道事業として給水を開始しました。

第１次から第６次の拡張事業を実施し、昭和５７年２月に第7次拡張事業の認可を受

け現在も引き続き事業を実施しています。認可内容は、佐倉市全域を給水区域とし、計

画給水人口１９６，０００人、一日最大配水量を８４，５００としています。なお、

昭和６２年５月に浄水方法の変更認可を受け除鉄除マンガン施設を設置しました。

表１：認可の経緯
創　　　設 第 7 次 拡 張

第 1 次 拡 張 第 2 次 拡 張 第 3 次 拡 張 第 4 次 拡 張 第 5 次 拡 張 第 6 次 拡 張 第 7 次 拡 張

(買 収) (変 更)

昭31.7.23 昭31.7.23 昭33.3.18 昭36.3.23 昭39.12.22 昭43.3.30 昭46.3.19 昭57.2.2 昭62.5.21

厚生省千衛 厚生省千衛 千葉県指令 千葉県指令 厚生省収環 厚生省環 厚生省環 厚生省環 厚生省生衛

第679号 第679号 第357号 第1,057号 第529号 第346号 第206号 第49号 第354号

昭和42年度 昭和42年度 昭和42年度 昭和47年度 昭和47年度 昭和47年度 昭和53年度 平成7年度 平成11年度

昭31.7 昭32.9 昭33.8 昭36.6 昭40.12 昭43.7 昭46.4 昭57.2 昭62.5

－ 昭33.3 昭34.3 昭37.2 昭43.3 昭45.3 昭51.3 平6.3 －

計 画 給 水

人　口(人)

1日最大給水量

(立方ﾒｰﾄﾙ)

1人1日最大

給水量(ﾘｯﾄﾙ)

1人1日平均

給水量(ﾘｯﾄﾙ)

15,000,000 10,500,000

(認 可) (認 可)

地　下　水 地　下　水 地　下　水 地　下　水 地　下　水 地　下　水 地　下　水 地下水・受水 地下水・受水

竣 工 年 月

事　業　名

認可年月日

認 可 番 号

目 標 年 度

着 手 年 月

37,000 100,000 196,000 196,000

3,240 3,240 3,240 3,240 9,250 9,250

18,000 18,000 18,000 18,000 37,000

43,000

180 290 332

180 180 180 180 250

84,500 84,500

250 430 431 431

水 源 種 別

336

事業費(千円) － 35,000 10,000 9,700 23,000 72,444 1,863,745

基
　
　
本
　
　
計
　
　
画

120 120 120 120 180
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＊１ 印旛広域水道用水供給事業

構成団体（各市町村）の水道事業体に利根川水系から取水した水を水道水にして供給する事業です。

構成団体は佐倉市、成田市、富里市、四街道市、印西市、八街市、白井市、酒々井町、印旛村、長門

川企業団（栄町、本埜村）となっております。

＊２ 給水装置

道路の水道本管から蛇口まで（貯水槽がある場合には、貯水槽のボールタップやＦＭバルブなどま

で）の配管や付属のバルブを給水装置といいます。

３．水道事業の概要

（１）取水から給水まで

本市の水道では、井戸からの地下水の取水と印旛広域水道用水供給事業
＊１
からの

受水をしています。浄・配水方法は、地下水を各浄水場の着水井で滅菌し、除鉄除

マンガン施設により浄水処理を行い、印旛広域水道用水供給事業用水と合わせて各

浄水場よりポンプ加圧によりお客様に供給しています。水道水の地下水・受水の割

合は地下水約６５％、印旛広域水道用水供給事業用水約３５％となっています。

取水から給水までの流れ

地下水

↓

水源井

↓

導水管

↓

着水井

↓ ← ← ← 消毒設備

除鉄除マンガン装置

↓ ← ← ← 印旛広域水道用水

↓ 供給事業からの受水

混合井

↓

配水池

↓

送水ポンプ

↓

配水管

↓

給水装置＊２
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（２）施設案内図

本市の水道水供給は、南部浄水場、志津浄水場、上座浄水場より行っています。

印旛広域水道用水供給事業用水の受水は南部浄水場、志津浄水場で行っています。

志津浄水場においては、お客様に供給する他に上座浄水場へも送水しています。ま

た、管路総延長は、平成１９年度末で７３４ｋｍとなっています。
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＊３ ＲＣ

鉄筋コンクリート（Reinforced-Concrete）のことです。

＊４ ＰＣ

プレストレストコンクリート（Prestressed Concrete）のことで、ひび割れを防ぐための構造です。

（３）施設概要

南部浄水場

敷地面積・・・・・・・・・・・12,770㎡

水源井・・・・・・・・・・・・深度145～150ｍ 12井

導水管・・・・・・・・・・・・口径 75～500ｍｍ 10,035ｍ

管理棟・・・・・・・・・・・・ＲＣ
＊３
造２階建 延床面積 1,176㎡

塩素注入設備・・・・・・・・・次亜塩素酸ナトリウム注入 一式

除鉄・除マンガン装置・・・・・20,100ｍ³/日 ４基（内１基予備）

混合井・・・・・・・・・・・・ＰＣ
＊４
構造 １基

配水池・・・・・・・・・・・・ＰＣ構造 容量2,750ｍ³ ２池

ＰＣ構造 容量4,250ｍ³ ２池

配水ポンプ・・・・・・・・・・出力 110ｋＷ ４台

自家発電設備・・・・・・・・・容量 625ｋVA １台
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志津浄水場

敷地面積・・・・・・・・・・・12,624㎡

水源井・・・・・・・・・・・・深度136～152ｍ 14井

導水管・・・・・・・・・・・・口径 75～500ｍｍ 7,566ｍ

管理棟・・・・・・・・・・・・ＲＣ造2階建 延床面積1,130㎡

塩素注入設備・・・・・・・・・次亜塩素酸ナトリウム注入 一式

除鉄・除マンガン装置・・・・・20,500ｍ³/日 ４基（内１基予備）

混合井・・・・・・・・・・・・ＲＣ構造 １基

配水池・・・・・・・・・・・・ＰＣ構造 容量2,700ｍ³ ２池

ＰＣ構造 容量1.570ｍ³ ２池

ＰＣ構造 容量7,400ｍ³ １池

配水ポンプ・・・・・・・・・・出力110ｋＷ ４台

自家発電設備・・・・・・・・・容量750ｋVA １台
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上座浄水場

敷地面積・・・・・・・・・・・ 8,860㎡

水源井・・・・・・・・・・・・深度140～143ｍ 7井

導水管・・・・・・・・・・・・口径 75～400ｍｍ 3,783ｍ

管理棟・・・・・・・・・・・・ＲＣ造1階建 延床面積950㎡

塩素注入設備・・・・・・・・・次亜塩素酸ナトリウム注入 一式

除鉄・除マンガン装置・・・・・9,070ｍ³/日 ３基（内１基予備）

配水池・・・・・・・・・・・・ＰＣ構造 容量3,430ｍ³ ３池

配水ポンプ・・・・・・・・・・出力 110ｋＷ ４台

自家発電設備・・・・・・・・・容量 450ｋVA １台
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水質検査室

ＩＣＰ質量分析装置

濁・色度計

ガスクロマトグラフ質量分析装置

検査可能項目・・・・・水質基準項目のうち３６項目

水質管理目標設定項目のうち１７項目

佐倉市独自で行う７項目

（平成２１年度水質検査計画における自己検査項目数）
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４．需要予測（水需要の動向）

４－１．給水人口の動向

常住人口は、平成１１年まで増加傾向にありましたが、それ以降停滞し平成１９年度

で１７１，４７３人となっております。

将来の常住人口は、寺崎特定土地区画整理事業に代表される区画整理事業等の進展に

より若干の増加が予測されますが、目標年度の平成２７年度までは大幅な増加は見込め

ないものと考えられます。

給水人口も、常住人口と同様傾向で推移するものと思われます。なお、平成１９年度

での給水普及率（給水人口／常住人口）は９６．５％となっております。

４－２．給水量等の動向

（１）有収水量

有収水量は、節水意識の浸透、節水器具の普及などから、減少傾向にあり、ピー

クは平成１２年度で４９，９８０/日あったものが平成１９年度では、４８，２

０６/日まで落ち込んでいます。今後も有収水量の伸びは、あまり期待できない

と思われます。

（２）一日平均配水量

一日平均配水量もピークは平成１２年度で５１，９９１m³/日、平成１９年度は

４９，７２５m³/日でした。今後の水需要は、有収水量の動向と同様に配水量の伸

びも期待できません。運営上、多少なりの安全率を見込む必要はあると思われます。

（３）一日最大配水量

一日最大配水量は、この間の最大は平成１３年度の６１，３５９m³/日でした。

平成１９年度は５６，２３６m³/日です。ここ３年間は一日最大配水量を記録した

日が夏場ではなく、１２月３１日の大晦日に集中しています。

また、一日平均配水量を一日最大配水量で除した負荷率は平成１３年度で８３．

９６％であったものが平成１９年度では８８．４２％と４．４６ポイント上がり効

率的な施設の運用となっています。

この負荷率は今後も同様に推移するものと考えられ、一日最大配水量は一日平均

配水量の動向に併せ推移していくものと考えられます。

9



表２：給水普及状況

表３：年度別配水量の状況

＜平成２７年度予測値＞

給水人口：１６８，３００人

一日最大配水量：５９，２００㎥/日

給水普及率：９７％

40,000 

45,000 

50,000 

55,000 

60,000 

65,000 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ｍ3

一日最大配水量

一日平均配水量

有収水量

年度
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５．現状と課題

５－１．施設の状況と課題

（１）取水・浄水施設

取水施設は、深井戸３３本で構成されています。各井戸の取水能力は１，０００

～２，０００/日、合計で一日最大４６，２７０の取水が可能です。

井戸で取水された原水は、井戸ポンプで汲み上げ後、浄水場の着水井に送られま

す。次亜塩素により滅菌し、濁り水の原因である鉄マンガンを除鉄・除マンガン装

置で除去し、混合井に送られます。

混合井に送られてきた浄水は、ここで印旛広域水道用水供給事業から送水された

浄水と混合され配水池へ送られます。

また、浄水場施設内の電気設備について、設置後２０年余りが経過するものもあ

り、老朽化が進んでおります。

課題：・良質な水道水の維持

・老朽化した設備の更新

（２）印旛広域水道用水供給事業からの受水

第７次拡張事業にあたりそれまですべて地下水に依存していた原水を、昭和４９

年に地盤沈下対策としての地下水採取規制が実施されたのに伴い、表流水にも頼ら

ざるを得ない状況となりました。そこで、印旛郡市の１１市町村が共同して創設し

た印旛広域水道用水供給事業から受水をすることとなりました。

受水量は、平成２１年度まで１８，０００/日で供給される計画です。平成２

２年度以降については、井戸の取水能力等を考慮し１８，０００ｍ³/日から２１，

０００ｍ³/日の間で受水を考えております。

課題：受水費用の増加

（３）配水施設

配水池は、志津、南部、上座浄水場の３浄水場で１２池、合計容量は４０，２３

０あります。日本水道協会「水道施設設計指針」により配水池の容量は過去一日

最大配水量の二分の一以上を有することとされております。過去の一日最大配水量

は平成１３年度の６１，３５９で二分の一の値は３０，６７９ｍ³ですので基準

を満たしております。

配水に必要なポンプは、各浄水場に予備を含めて４台、３浄水場で１２台設置し

てあり、適正な水圧で２４時間配水を行っています。

配水管路については、平成１９年度末時点で管路総延長７３４ｋｍに対して約３．

５％が地震に弱い石綿セメント管で布設されています。

また耐用年数（４０年）を過ぎようとしている配水管もあり、老朽化による漏水
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事故が発生しております。

課題：・老朽管の更新

・配水管の耐震化

・配水池の改修

５－２．経営の状況と課題

損益については、平成１１、１２、１３年度と連続損失を計上しましたが、平成１３

年１０月１日に料金改定率１０．８％の料金改定をおこなうとともに受水量の見直しな

ど経費の節減に努めました。また、平成１８年度から平成２０年度にかけて高金利企業

債を全額繰上償還し、支払利息の圧縮を行ってきました。これにより、平成１４年度か

ら平成１９年度決算まで５期連続の利益を計上することができました。

このなかで、現状の経営の課題を挙げると以下のようになります。

① 給水原価増加の懸念

佐倉市の給水原価は、受水量の抑制、経費の節減等により増加を免れていますが、

県の環境保全条例により暫定井の使用の制限が今後予想され、不足する水源を受水に

よりまかなわなければなりません。佐倉市の場合、受水単価は給水原価より高価なた

め、給水原価は受水量に応じて増加します。

このことから、水需要を綿密に予測し、自己水源を有効に使用することに努め、最

も効率的な受水量の算出が要求されます。

② 給水収益の伸び悩み

４－２の給水量等の動向で述べたように、収益の元となる有収水量の増加が期待で

きないことから給水収益の増加による経営の安定は期待できません。

③ 建設改良費による経営の圧迫

第７次拡張事業の上座浄水場の新設と、南部・志津浄水場の拡張事業を実施してか

ら２０余年が経過し、設備の老朽化が進んでおります。水道の安定供給を維持するた

めには設備の更新が不可欠です。また、災害に強いまちづくりの一環として石綿セメ

ント管の更新事業を進めてきましたが、平成２３年度を目途に石綿セメント管の更新

が終了できる予定で事業をすすめております。しかし、このほか布設して４０年を経

過する石綿セメント管以外の導配水管についても順次計画的に更新を行う必要があり

ます。

これにより、減価償却費が増加し経営を圧迫する要因となります。

課題：・給水原価増加の懸念

・給水収益の伸び悩み

・建設改良費による経営の圧迫
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６．経営の基本方針

前述の現状と課題を踏まえ、市民生活に欠くことのできない重要な社会基盤（ライフ

ライン）をより強固で安定したものとするため、－安心できる確かなライフライン－を

基本理念とし下記の基本方針および基本施策により水道事業の運営にあたります。

（１）安定給水の確保

・基幹管路の耐震化の促進

首都圏直下型地震等が発生した場合に甚大な被害が想定されます。

水道はライフラインとして重要なものであるため、地震被害を出来るだけ少なく

し、早期の復旧を行う必要があります。そのため主要な配水管路の耐震性を向上さ

せるために地震に弱い石綿セメント管の更新を計画的に進め平成２３年度を完了目

標年度としています。石綿セメント管以外の耐震化については、平成２３年度以降

に計画的に実施できるよう「管路耐震化計画」を平成２２年度までに立案します。

・施設維持管理の効率化

整備された配水施設については、効率的に維持管理ができるよう努めます。特に

重要な水管橋・軌道横断等については、「水道施設維持管理計画」を作成するとと

もに、管理情報システムの機能向上を進めて効率的な維持管理に努めます。
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・危機管理体制の強化

既に「佐倉市水道事業地震災害対策計画」を策定しておりますが、施設の状況や

職員の能力、社会情勢に応じて内容の見直しを行いながら、的確な情報伝達手段の

拡充など危機管理体制の維持・強化を図ってまいります。

（２）安全で良質な水道水の供給

・良質な水道水の維持

水道法により、水道により供給される水は、有害化合物や病原生物に汚染されて

いないことと規定されています。

水道法に基づく水質基準項目と省令に規定されている水質管理項目について毎年

「水質検査計画」を策定し、自己検査・検査委託により定期的に検査を行い水質管

理に努めます。

・濁り水対策

管路に付着した、地下水に含まれる鉄・マンガン分が流量流速の急激な変化によ

って剥離し生じる濁り水による被害の軽減を図ることが必要です。そのため、「管

洗浄計画」を策定し計画的に配水管の洗浄を行っていきます。

（３）環境にやさしい水道

・市民への節水意識高揚のための啓発

市民に供給する水資源は、限りなく存在するものではありません。また、節水を

することで温室効果ガスの削減につながります。そこで、市民への節水意識高揚の

ための啓発を行っていきます。

・脱炭素社会への貢献

温室効果ガスの排出削減を図るため、事務所内の節電、買い替え時における低公

害車の導入をはじめ、浄水場電気設備等の効率化を進め電力の使用抑制に努めます。

（４）健全経営の維持

・中長期的財政収支に基づく経営計画

過去に整備された施設の老朽化に伴う更新需要が増大している一方で、人口の減

少や高齢化の一層の進展により水需要が伸び悩み、水道施設整備への投資が制約さ

れる傾向にあります。このような状況の中で、現在及び将来の使用者負担の公平性

を考慮しながら中長期の施設整備や更新及び財政見通しを立て、社会情勢の変化に

適切かつ迅速に対応するための「財政収支計画」を策定します。
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＊５ 用水供給事業

印旛広域水道用水供給事業のように市町村に水道水を供給する事業のことで、千葉県内では６事業体

が用水供給を行っています。

・事業形態の選択

自己水源（地下水）で供給できる量に制限があり、不足する分を用水供給事業＊５

より受水して水道水を供給しています。この用水供給事業を含め各水道事業のあり

方を県内水道で検討を進めてきました。このなかで、用水供給事業の統合、ひいて

は用水供給事業体と各水道事業の統合等により給水原価の抑制の可能性を模索し利

用者の将来の負担を出来るだけ軽減できるよう検討してまいります。

・情報提供内容の拡充

従来から広報紙「佐倉市の水道」を年３回発行し事業内容等の情報を市民に提供

しております。また、水道部のホームページを開設し、インターネットを通じた情

報公開及びメールによる意見・要望にも対応しております。このほか、市民や小学

生を対象に浄水場見学会なども実施しています。

今後においても、提供する内容の拡充を図りながら、水道事業に市民の声を反映

できるように努めてまいります。

・お客様サービスの向上

現在、料金の支払い方法として金融機関からの口座振替や、金融機関・上下水道

お客様センター及び水道部の窓口での支払い、コンビニエンスストアでの支払いが

可能であります。クレジットカードでの支払いは、手数料が高価なため導入を見送

っている状況ですが、今後、新たな支払方法の出現によるお客さまのニーズに応え

られるよう費用対効果を検討してまいります。

（５）国際協力・国際貢献

・研修生の受け入れ

平成１４、１６、１８年度に国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じて、海外（ウズベ

キスタン共和国、カンボジア、キルギス共和国、タジキスタン共和国、カザフスタ

ン共和国）からの研修生の浄水場視察を受け入れてきました。今後も要望により対

応していきます。
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＊６ ケーシング

ケーシングパイプのことで、井戸本体を構成する鉄パイプです。水質や地質により材質は異なる場合

があります。地下水を取り込むためのスリットや穴を開けたものを特にスクリーンパイプと呼ぶことが

あります。

７．事業計画の概要

７－１．管路耐震化計画

・石綿セメント管更新事業

昭和５７年度から順次、耐震性を向上させるために地震に弱い石綿セメント管の

布設替えをおこなっています。平成２３年度に完了する予定です。

・老朽管更新事業

布設してから耐用年数を過ぎようとしている老朽化した水道管の布設替えを行っ

ていきます。布設替えにあたっては、経過年数、漏水頻度や災害対策を考慮し優先

順位を定め行っていきます。

７－２．水道施設維持管理計画

・出細り解消事業

各配水系統における出細り（水量不足等）個所については、適正な管路増径を行

い、安定した給水が出来るよう整備を行っていきます。

・電気設備更新事業

平成１９年度志津浄水場完了、平成２０年度・２１年度南部浄水場、平成２１年

度・２２年度上座浄水場の電気設備更新事業を行っていきます。

・配水池の屋根改修事業

老朽化が進んでいる志津、南部浄水場の配水池２池の屋根の改修を行います。

・水源井更生事業

地下水を適正に取水するため、水源井の維持管理を計画的に行います。

７－３．水道事業災害対策計画

（１）水道施設の被害想定

① 取水・浄水施設

本市の水源井のケーシング＊６等や揚水ポンプ類の被害は少ないと考えられます。
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しかし、地震発生と同時に停電は避けられないので、浄水場内の水源井を除き取水

不能となる恐れがあります。

３か所の浄水場内には自家発電装置が設置されているので各浄水場内の水源井に

ついては、地震により水脈の変化がない限りこの３井からの取水が可能と考えます。

停電が解消されるまでの間、この３井より水量を補います。

電気計装設備、消毒設備は、基礎及び建物に異常が発生しない限り被害は少ない

ものと想定されます。

配水池についてですが、新耐震基準以前に設置された４池は耐震診断を行った結

果、構造がＰＣ造であるので本体が崩壊することはありませんが、継ぎ手部分の破

損等が予想されるため、震災時にはバルブ操作を早急に行い貯水量の確保に努める

必要があります。

② 導・送・配水管

地震によって最も大きな被害が想定されるのは、導・送・配水管路です。

これらの管路は、給水区域全域に網目状に埋設されており、口径、管種、布設年

度及び地質状況等によりそれぞれ条件が異なり、主として次のようなところで被害

が多く発生するものと想定されます。

ア．地質構造が変化する境界部分

イ．地形の変化する部分

ウ．管の立ち上がり部分

エ．石綿セメント管、老朽管

③給水装置

家屋の倒壊、火災による損傷及び地盤変動により、分水栓の破損、給水管の折損

等の被害が予想されます。

（２）地震対策

① 事前対策

浄水場施設については、主要な施設ついては耐震化がされておりますが、水道管

路については、石綿セメント管等を耐震性に優れた管に布設替えしていく必要があ

ります。また、災害時の給水活動に使用する資機材の備蓄管理に努めます。

② 震災応急対策

地震発生時の緊急対応については、「佐倉市水道事業地震災害対策計画」に従っ

て応急給水、復旧活動を実施してまいります。また、日本水道協会千葉県支部の「災

害時相互応援に関する協定」、佐倉市管工事協同組合との「災害時における協力に

関する協定」を締結しています。

緊急時に備えて緊急水質事故応急対策訓練や市民防災訓練、千葉県水政課による

災害時情報伝達訓練等行っておりますが、応急給水、復旧に要する人員の不足や施

設の被害状況等により、早急な対応及び復旧には限界があります。日頃から、市民
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に対する非常用飲料水の備蓄等の防災対策と防災意識の啓発を図ってまいります。

７－４．水質検査計画

利用者の皆様が安心して飲んで頂ける水道水の供給を最優先に考え、毎年水質検査計

画を策定し、水道法に基づく水質基準管理項目と省令に規定される水質管理項目につい

て自己検査、または検査委託により定期的に検査しています。この結果については広報

紙「佐倉市の水道」およびホームページでお知らせしています。今後、さらに安全性を

高めるため厚生労働省が推奨する「水安全計画」の策定に向け調査研究してまいります。

７－５．管洗浄計画

濁り水については、発生した場合、その箇所の洗浄作業によるばかりでなく、お客さ

ま自身に濁り水がきれいになるまで、宅内の蛇口から水を流すことにより早く解消でき

るよう協力して頂いております。突発的な濁り水の発生に対してはこのような対処方法

しかありませんが、事前に管洗浄作業をすることにより、発生を未然に防ぎ、また被害

の軽減を図ります。

配水管の布設替工事、拡張工事、住宅街での濁り水の発生状況等により優先順位を考

慮し、計画的に行ってまいります。

７－６．財政収支計画

安全で安定した水の供給を行うため、健全な経営を持続しながら、前述の施設整備計

画を実施するには、事業実施のための資金内訳や適切な料金水準などを検討し、財政計

画を立案する必要があります。

財政見通しは、資金計画（内部留保資金と借入金）、料金水準、建設改良事業の規模

と時期の設定によって大きく変動します。今回の財政計画の策定に当たっては、損益の

バランスを維持すると共に将来負担となる企業債の借入を極力抑え、かつ資金不足が発

生しないよう留意します。

しかし、八ッ場ダム・霞ヶ浦導水が完成し、現在代替水源として利用している暫定井

戸の使用ができなくなると受水費が増加し一層経営を圧迫するのは必至です。また、建

設改良事業に伴い資金繰りが厳しくなると考えられます。
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表６：事業計画及び事業

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

管路耐震化計画

石綿セメント管更新事業

老朽管更新事業

水道施設維持管理計画

出細り解消事業

電気設備

更新事業

配水池屋根改修事業

水源井更生事業

水道事業災害対策計画

水質検査計画

管洗浄計画

財政収支計画
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８．事業評価

水道事業においての業務及びサービスの水準や経営状況等について改善の効果や更な

る向上を目指し評価・分析を行い、事業の進捗状況や社会情勢にあわせて計画の見直し

を図ってまいります。

また、結果については、ホームページ等でお知らせ致します。

今後は、この「佐倉市水道ビジョン」に基づいた具体的施策を速やかに実施し、利用

者のみなさまに信頼される水道サービスの提供と健全な経営に努めます。
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